
中央社会保険医療協議会 基本間者小委員会座席表   

日時：平成21年11月13日（金）10：00（目途）～12：00  
会場：全国都市会館 第2会諸圭（3階）  

中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委鼻会（第147回）  

議事次第  

平成21年11月13日（金）  

於 全国都市会館  

議 題  

○ 医療機関連携について  

○ 入院医療における多職種共同の取組みについて  

○ 感染症対策について  

○ その他   



中医協 診一1  

21．11．13  

BOO5－2 地域連携診療計画管理料（退院時） 900点  

BOO5－3 地域連携診療計画退院時指導料（退院時） 600点  

届出医療機関数（上段：病院数／下段：診療所数）  

医療機関連携について  

第1医療機能の分化と連携について  

高齢化の進展、マンパワー、諸外国と比較して多い病床、長い平均在院  

日数等の状況に鑑み、我が国においても医療機能の分化を進め、必要な機  

能に必要な資源の集中的な投入をすることが必要と考えられる。医療機能  

の分化が進んだ場合、同時にそれぞれの専門分化した医療機関同辛の連  

携を推進することも必要である。（参考資料P2－4）  

第2 現状と課題  

1大腿骨頸部骨折、脳卒中について、退院後も入院から継続したリハビリ   

テーションや介護サービスの提供を行うことが重要である。（参考資料   

P5－7）  

2 病院が機能分化を進める中で、退院調整部門の関わりが患者の適切な   

療養環境の選択に重要な役割を占めている。（参考資料P8－13）  

3 医療機関同士の連携のためには、適切な診療情報の提供が重要である。   

患者の情報の提供に当たっては、診療情報提供料で評価される部分と、   

患者への実費請求となっている部分がある。（参考資料P14）  

第3 現行の診療報酬上の評価の概要  

1大腿骨頸部骨折に対して、あらかじめ作成した共通の診療計画に基づ   

いた急性期の医療機関と亜急性期一回復期の医療機関の連携の評価を   

行っている。平成20年度には対象疾患に脳卒中を追加した。  

平成19年  平成20年   

209   405   
地域連携診療計画管理料  

604  1，274  
地域連携診療計画退院時指導料  

144  205   

社会医療診療行為別調査（平成20年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定件数  実施件数  策定件数  

地域迎携診療計画管理料  

地域連折診療■計画退院時指導料  

2 療養病棟、精神病棟等に入院する患者について、退院に向けた計画を   

作成し、計画に沿って退院した場合の評価を設けた。一般病棟に入院す   

る高齢者についても同様の評価を行った。  

A238 退院調整加算  

1退院支援計画作成加算（入院中1回）100点  

2 退院加算（退院時1回）  

イ 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料等 100点   

口 障害者施設等入院基本料等  300点  

A241後期高齢者退院調整加算（退院時1回）100点  

届出医療機関数  

退院調整加算   2，613   

後期高齢者退院調整加算  2，621  
平成20年  



社会医療診療行為別調査（平成20年6月審査分）  

平成20年  

実施疎数  算定件数  

退院調  退院支援計画作成加算  4 255   4 260  

整加算  療養病棟入院基本料、  
退院  2．884   2 884  

結核病棟入院基本料等  

加算             障害者施設等入院基本料等   127   127  

後期高齢者退院調整加算  4 801   4 807   

第4 論点  

1医療機関同士が大腿骨頸部骨折、脳卒中の診療計画を共有し、連携を   

図る取組みについて、退院後のリハビリテーションを担う医療機関や介護   

サービスも含めた診療計画に基づき連携を行った場合の診療報酬上の   

評価をどう考えるか。（参考資料P5－7）   

2 急性期医療機関を中心に、患者がスムーズに適切な療養に移行するた   

めの取組みについて、診療報酬上の評価をどう考えるか。（参考資料   

P8－13）  

3 診療情報提供料について、医療機関同士が情報を共有することにより継   

続的な医療を確保する観点から整理することについてどう考えるか（参考   

資料P14）。   

3 医療機関同士が診療情報を共有することにより患者の療養に資すること   

を評価している。退院時の情報提供について、円滑な地域移行を支援す   

る観点から、退院の翌月までの情報提供を評価した。  



入院中患者における他医療機関からの  
診療1指導について   

第1 現状と課題   

近年、医療機能の分化が進む中、▼専門分野に特化した医療機関同士  

の連携が重要となっている。その中には、患者が入院している医療機関  

に他医療機関の医師が赴いて専門医療を提供する形態も含まれる（参考  

資料P15）。  

第2 診療報酬上の評価  

1入院中の患者に対して診療上必要があると認める場合は、他の保険   

医療機関の保険医の立合診療を、対診という形で受けることができ   

る。この場合、対診を行った医療機関の医師は往診料、基本診療科   

等を算定することができる。  

届出医療機関数（上段：病院数／下段：診療所数）  

平成19年  平成20年   

ハイリスク妊産婦共同管理料   （Ⅰ）   191  236  

498  646  

（平）   184  

社会医療診療行為別調査（各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  策定回数  実施件数  算定回数  

退院時共同指呼料1  

退院時共同指導料2  

ハイリスク妊産婦共同管理  

料（Ⅰ）  

ハイリスク妊産婦共同管剋  

料（Ⅱ）  

3 他医療橡関に勤務する医師が非常勤医師として当該医療機関で   

診療を行う場合については、報酬は給与として支払われる。   

第3 論点   

入院中患者に対して、他医療機関から診療・指導に来る際の評価を  

どのように考えるか（参考資料P15）。   

2 在宅へ移行する患者について、退院後の在宅療養を担う医師等が入院   

中の保険医療機関に赴いて入院中の保険医療機関の医師等と共同して   

指導を行った場合を評価している。ハイリスクの妊産婦を紹介した医師が   

紹介先の病院に赴き共同で指導を行った場合を評価している。  

BOO4 退院時共同指導料1  

1 在宅療養支援診療所 1，000点  

2 1以外  600点  

BOO5 退院時共同指導料2  300点  

BOO5－4 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ） 500点  

BOO5－5 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ） 350点  



の意識障害者、筋ジストロフィー患者、  

難病患者等を概ね7割以上入院させて  

いる病棟  

［経過措置］（療養病床に移行している  

場合又は移行する場合）  

平成20年3月31日の時点で障害者  

施設等入院基本料を算定する病棟に入  

院する重度の肢体不自由児（者）等の患  

者については、平成22年3月31日ま  

での間に限り、医療区分1に該当する患  

者は医療区分2、医療区分2に該当する  

障害者施設等の機能分化の促進のための移行措置  

第1 障害者施設等の果たす役割   

NICUの空床確保は円滑な周産期医療の推進のために重要である。肢  
休不自由児（者）施設等においても、小児救急を行う医療機関と連携  
し、病状に応じて適切に患者を受け入れることが必要とされる（参考  
資料P16．17）。   

第2 現状と課題  

1 障害・者施設入院基本料等を算定する病棟については、本来設けら   

れた趣旨・目的に照らして対象となる疾患の見直しを行うと共に、   

当該病棟に入院していた患者が嘩養病床に移行した場合について、   

経過措置を設けたが、その期限が平成22年3月31日までとなって   

いる（参考資料P18）。  

第3 診療報酬上の評価の概要   

肢体不自由児（者）、重症心身障害児、筋ジストロフィー患者、難病  

患者等を対象とする病棟に対し、障害者施設等入院基本料、特殊疾患  

病棟入院料等を設定している。本来設けられた趣旨一目的に照らして  

対象となる疾患の見直しを行うとともに、療養病床に転換した場合の  

経過措置を設けた。  

患者は医療区分3の患  

A306 特殊疾患入院医療管理料（1日につき）   1，943点  

・重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難病患  

者等であり、主として長期にわたり療養が必要な患者を入院させる病室  

A309 特殊疾患病棟入院料（1日につき）  

1 特殊疾患病棟入院料1 1，943点   

・当該病棟の入院患者の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の  

後遺症患者及び認知症の患者を除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロフィ  

ー患者、又は難病患者である。  

2 特殊疾患病棟入院料2  1，570点   

・肢体不自由児施設等である、あるいは、当該病棟の入院患者の概ね8割以上   

が重度の肢体不自由児（者）等の重度の障害者である。  

※対象者の見直し、経過措置については上記入院料についても同様の措置を行っ  

た。  

AlO6 障害者施設等入院基本料  

・肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及びこれらに準ずる施設に係る一般病   

棟  

・重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難病患   

者等を主として入院させる病棟  第4 論点  

1 障害者施設等が今後更にNICUを経た患者の受け皿となるなど、そ   

の期待される役割を担うため、その他の入院患者が長期療養にふさ   

わしい病床に転院することに対する支援を目的に、前回改定時に設   

けた経過措置について、どのように考えるか（参考資料P16－18）。   

平成20年度改定後  

7対1入院基本料 1，555点  

10対1入院基本料1．300点  

13対1入院基本料1，092点  

15対1入院基本料 954点  

［算定要件］  

10対1入院基本料1．269点  

13対1入院基本料1，092点  

15対1入院基本料 954点  

［算定要件］  

口 重度の肢体不自由児（者）、脊椎損傷  

等の重度障害者、重度の意識障害者、筋  

ジストロフィー患者、難病患者等を概ね  

7割以上入院させている病棟  

口 重度の肢体不自由児（者）（脳卒中の  

後遺症患者及び認知症の患者を除く。）、  

脊椎損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺  

症患者及び認知症の患者を除く。）、重度  

㌻   
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医療機関連携について   

（参考資料）  

医療機関連携に関する議論  急性疾患発症からの一連の連携  
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；医療連携加井；  
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退院調整加算  
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地域連携診療計   

画管理料   

退院・退所加井；  
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診療情報提供料   
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適所リハビリ  訪問看護  妨間介護等  
テ丁ション t ■L、一t■ビ∵薯  ＿  

老健、特養等   



二二］  
慢性疾患の治療における連携  

脳卒中における地域連携の取組み  

急性期  回復期  維持期  

通院治療  

：三こニ  ＝   

クリテイカルパス   リハブログラム   リハマネジメント   

診療報酬上の地域連携クリテイカルパスへの評価（現状）  
一一‾‾－ 

′ －－－  



L  
退院調整（支援）のプロセス  

ql．N忙∪最期入院児問題解決に   

社会権祉士専は必辛か（n：58）  
Ql．救急救命センターに専任の社会福  
祉士は必要か（n：158）  

入院2日目～1週間  

夏色   

・退焼揉も継続する医療管理・  
処tやADLの低下・リハビリ  

テーションの状況から必要とな  
るケアをアセスメント  
・医療チームによるカンファレン  

Q2．救急救命センターに書任の社会福祉  
士のいるメリット（n：158）   

Q2．周塵期部門に社会福祉士鬱がいるメ  

r l  

リツトは（n：58）   l l l ‡ I  

自立した在宅療養が  叫発、■l■”l■■で●1  

■■が▲■に■雷で●も  

■●■け‖l■■■■■▼●■  

■轟・tllの▲t鷹■｛上ナ●  

ト Illll「 さ  
可能か阜検  ト I j l ！  58．8  

ト l‡1111‡  
ト I l  ・一   

出典＝庄和子他、退院支蛙に看はの原点が見える、看独管理、191u）、10ヱト10札ユ009  

宇料音宏子蟻．病棟から始める追腕支は・退院脚数の実践実例、日本着牲協会出旋会．pl之、之腑9  

lllllllll  

援  ○ 退院支  

はじめ、医師、コメディカルとのチームアプローチが必要  
01    獅   l01   101   仰   l【明  

日大川こ堕」坤叫扇瓦、え創、・なし□  
10  

出典：日本医療社会事業協会調査（平成21年4月－7月）  

職員配置状況  ける看護師と医療ソー   

（MSW）の役割分埴  
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看護師の   
主な役割   

ハイリスクで  
在宅を希望  

するケースや、   
在宅での  

サービス調整  
について、厘  

嘩吟  
視線か凱定 

∵∴」旺Ⅶ  
豊丘（注1）の職員を配置  74．3  

量並齢書任甘配t  
＜再緒＞重度塵とその他の耶椛撚城を鵬でⅢ′「㌫㌧        ヽ－ー  

その他の腑摘を書任で配置  弧2  

重圧（注2）の職員を配置  23．5  

＜再掲＞重雄」迩とその他の職員射紺を兼任で配世   10．1  

王腹鉦を兼任で配t  3．1  

その他の蝉を兼任で配置  10，3  

ノ′  
一／ 

＼．医療を受ける  
、＼権利の保障、  
、1生活の保障、  

行政  

医学的知識   
社会資源■制度  

ノ 経済問題  
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経済的問題  
解決、福祉制  病気■障害と生活  
度の活用  
関する制  ケア技術  権利擁護   
説明、後方   
院施設紹  

、 など  
′   ＼ －・、．－～】一岬 ノ   

50†i  

■あり ■なし ■無回答・不明  無回答・不明  2．2  

※地域連携塵、医療相談室等の一つの機能として退院沸整を  
行っている鳩舎も含む。  
瀬潅一般病棟・特定機能病鏡（一般病棟）・専門病個  
別ほ医療ソーシャルワーカー、事務♯見など  

（注1）診療報酬上の「専従」を意味する。  

（注2）診療報酬上の「書任」を憲僻する。  

出典‥ユ008年病暁における手性職員受給状況等脚査日本看虹協会  

、
 
 

○ 看護配置が手厚い施設ほど、退院支援の体制が整備されている傾向がある。  
○ 複数名の専従配置を行っている施設は約30％   出典：岡田美幸、通暁調整実務者としての視点から、看護管理、15㈹、271－276、20偲  



亡二二二重画  
7対1入院基本料算定医療機関における退院調整lこ関する部門の設置状況  

診療情報提供料  
き  

！診療情報提供料（Ⅰ）（月1回）2畠0点   

虚報提供集  
注1他の医療機関   医療機関間の有機的連携の強化   

注2 市町村（特別区を含む）   保健福祉サービスのため   

保健所   他康教育、健康相談、機能訓練、訪耶旨導等の保健サービス又はホームヘルプ   

精神保健福祉センター   ＼サービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービえ、日常生活   

指定居宅介護支援事業者   給付等の介護保険の居宅サービス若しくは緒祉サービスを有効かつ適切   

地域包括支捷センター   に実施するために必要な診療並びに家虐の状況に関する情報   

注3 保険薬局   在宅患者訪問薬剤僧理指導のため   

注4障害福祉施設（積神のみ）   

精神陣害者施設   

注5 介穣老人保健施設   入所等のため   

注6 老人性認知症センター   認知症の鑑別診断、治療方針の選定等のため   

之0％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

（N叫1ユ）  

専且続開建部門に専従職■を配置している医療機関口退院鯛を部門を設置している医療機関口退院川立郎門を改正していない医療椒脚  

書従職員として看は師を配置している医熱機関  専従職員としてソーシャルワーカーを配置している医療機関  

加算の対象   加算点数   
退院月又はその翌月に保険医僚機関、稚神障害者施設、介護老人保健施設に対し「退院時情報  200点   

を添付」した場合   

「ハイリスク妊産坤」を共同指導料（Ⅰ）の医療機関から（Ⅱ）の医療機関に紹介   之00点   

「認知症の疑い」あり、専門医僚機関での鑑別診断のため紹介   100点   

外来で「うつ病等の精神障害の疑い」あり、診断治療のため、他医師申科に紹介  
】】▼‘‾’■■’【‾▼▼‾川‾‾】仙‾■‾‾’‾▼‾‾‾‾Ⅶ‾‾】」－ 200点   

［車重垂撃墜塑1旦り塑里！  

セカンドオピニオンを得ることを目的とした診療情報の提供  
出典：平成21年廣検証部会調査  

退院調整加算（H20新設）   入院中の患者に係る対診の取り扱い  

・出来高病棟に入院中の場合   

OA病院（当該患者が入院中の医療機関）：  

入院基本料＋診療行為に係る費用を算定  

OB医療機関（対診を行う医師が所属する医療機関）：  
基本診療料＋往診料等を算定可能  

診療行為に係る費用は算定できない。  
※A病院とB医療機関で合議のうえ精算   

・包括病棟（特定入院料等の病棟又はDPC対象病院）に入院中の場合  

OA病院（当該患者が入院中の医療機関）：  
Å臨魁＋当該特定入院料に含まれない診療行為の費用を算定  

OB医療機関（対診を行う医師が所属する医療機関）：  
基本診療料＋往診料等を算定可能  

診療行為に係る費用は算定できない。  
※A病院とB医療機関で合議のうえ精算  

、
－
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退院支桂計  
画に基づき退  
院。  
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※「陣青春施股専入院基本料を算定する病棟」を指すこととする。  

《本来の目的》   

特殊疾患療養病棟（特殊疾患入院医療管理料を算定する病室を含む）及び  

障害者施設等は、重症心身障害、脊髄損傷、筋ジストロフィー及び難病等による  
重度の障害のために医療を必要とする患者を対象とするものである。   

《平成18年以降の流れ》   

特殊疾患療養病棟う 療養病床における特殊疾患療養病棟入院料は廃止。  
また一般病床、精神病床についても平成20年3月31日  

をもって廃止が予定されており、それを受けて総病床数  
が減少している。   

障害者施設等   う 平成17年頃より病床数が急増している。   

《平成20年度診療報酬改定について》   

特殊疾患療養病棟や障害者施設等が設けられた本来の趣旨・目的に照らして  

対象となる疾患を見直した上で、特殊疾患療養病棟については存続（名称は特殊  
疾患病棟と変更）することとした。   

見直しの具体的な内容としては、「脊髄損傷等の重度の障害者」及び「重度の肢  
体不自由児（者）」には脳卒中の後遺症及び認知症の患者を含めないこととする。  

ただし、これらの疾患により重度意識障害を起こしている患者はこの限りでない。16  

く 一平成20年8月 ＞  

7  

＜平成20年4月一＞  

陣書者施投儀入院基本料を暮走する斗合  

○量虎の肢体不自由児（者）  
○脊髄損傷等の重度印書者  
○重度の意敲陣書  
○筋ジストロフィー患者  
○難病患者等  

q寧寧姫▲嘗撃㌍  

1  

1  

1  

1  

1  

1   

l 一‾巾…‾‾‾‾‾‾……‾‾‾‾‾……‾‾‾…叫  

1； 極過措置の期限は平成22年3月31…i  

し巳更‡望三狂浸こ…「－一一………＝ノ い   

※）特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入院医療管 室  
理料についても同様の対処を行った。  l  

経過檜t讐  

・療養病床に転換した病棟において、平成20年3月31日時点  

で入院していた討た患者については、医療区分1の患者につい  

ては医療区分2、医療区分ヱの患者については医療区分3とみ  

なす。   

障害者施設等・特殊疾患療養病棟の位置づけ  （イメージ）  

基本料のほか、投薬・注射・検査・処置等を  
出来高で算定  陣書者施設疇入院基本料   

病態により移行   

こ  ：  

病態のま勤は  
それほど大きくないが  
医ホの必手性は高い。   

個人豊はあまり  
大きくない。  

）人工岬喰濃を  

つけた肪ジス患者  
基本料に投薬・注射・検査・処置尾が  

包括される  特殊疾患■暮病棟入院料  

＿J  

坦 ノ∴ユ  

17  
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入院医療における多職種共同の取組み  
2．．栄養管理、リハビリテーション等において、関係職種が共同して計画を   

策定し、その計画に基づいた医学的管理を行うことを評価している。  

第1入院医療における多職種共同の取組堅   

急性期から慢性期までの様々な段階において、多職種がそれぞれの専門  

性を活かし、チームで患者への治療や療養に関わる取組が進められている。  

チーム医療による取組により、療養の質が上がることが指摘されている。（参  

考資料Pl，3，6，11，12．15）   

医師と医師以外の医療関係職種との役割分担を進める観点から、厚生労  

働省に「チーム医療の推進に関する検討会」が設置され、そのあり方につい  

て検討が進められている。  

第2 現状と課題   

緩和ケア、栄養管理、人工呼吸器管理等において、多職種からなるチー  

ムによるカンファレンスや回診が行われており、取組みが進んでいる。このよ  

うな取組みにより、医療・療養の質の向上や合併症の減少などが指摘され  

ている。（参考資料P3－17）  

第3 現行の診療報酬上の評価の概要  

1．医師、看護師、薬剤師等の多職種からなる専従のチームが緩和ケアに   

係る診療を行うことについて評価している。  

A233 栄養管理実施加算（1日につき）12点  

HOO3－2リハビリテーション総合計画評価料（1月に1回） 300点  

届出医療機関数  

平成19年  平成20年   

栄養管理実施加算   8，337   8，449   

（参考）平成20年 病院数8，855 有床診療所数11．，594  

節定状況（社会医療診療行為別湘査 各年6月解査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  節定回数  罪定回数  実施件数   

栄養管理実施加界  1，541，582  25，765，985  1，602，061  28，083，835  

リハビリテーション総合  

計画評価料  

168，142  168，142  366，605  366，605  

（参考）入院料等計  1，976，333  28，851，319  1，996，766  29，693，809  

第4 論点   

多職種が関わるチームによるカンファレンスや回診を行い、患者の治療・  

療養に対応することについて、診療報酬上の評価をどのように考えるか。  

（参考資料Pl）  

A226－2 緩和ケア診療加算（1日につき）  300点  

届出医療機関数  

平成19年  平成20年   

緩和ケア診療加算   8 87   

（参考）病院数 平成19年：8，986 平成20年：8，855  

節定状況（社会医療診療行為別調査 各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  算定回数  実施件数   

緩和ケア診療加算  

（う   



入院医療における多職種共同  
の取組み  

（参考資料）  

栄養サポートチームの活動  

病院内におけるチーム医療の全体像  

～医師をはじめとした医療関係職種の関わり～  
NST活動の普及状況             →l  、■  

1485  

1229  

979  

1600   

1400   

1200   

1000   

800   

600   

400   
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0  

20012002 2003 2004 2005 200¢ 2007 2008 2009  
図1．日本静脈経腸栄養学会・NSTプロジェク′ト参加施設中のNST稼動施設数  

の推移．  

東口高志：GrandRoundsNutritionSupportTtamPST）．消化器の臨床12（2）：125～133，2009   
」
■
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NST活動の効果  NSTの活動内容  

ー2005年度全国主要64施設集計：100床あたり／日本静脈経膿栄養学会NSTプロジェクトー  

急性期病症  慢性期病床  

稼働前  稼働後  差   稼働前  稼働後  差   

中心静脈栄養症例数  913   707   －206  54．5   48．7   －5．8   

経膿栄養症例数  275   442   ＋167  1006   1105  ＋99   

抗菌薬購入量（万円）  2，250   2′150  －100  1′270   1′070  －200   

抗MRSA薬（万円）  280   230   －50   190   100   －90   

平均在院日数   18．91   17．66  －1．25  29．87   29．19  －0．68   

NST業務の三本柱  

①NST回診（ラウンド）：回診前症例検討を含む【基本的にサテライトチームで対応困難な症例を対  

象とする】  サテライトチーム回診・症例検肘会：本回診の前に予備回診を行い問題症例  

を抽出  

②NST検討会くミーティング）：施設全体の問題点や重症症糾問題症例の検討  

③NST相軌（コンサルテーション）：主治医およぴスタッフからの依頼に答える  

院内活動  
東口高志、伊藤彰博：NSTの今後一日本栄養療法推進協議会  
発足をふまえて．臨床検査106：700－704、2005  ①NSTチームミーティング：NSTの運営上の会議・情報交換・勉強会  

②コラボレーションチームミーティング：他のチームとの連携・連絡会議  

③治療方針決定検肘会：各診療科での検討会への参加  ④病院経営関連会議  

東口高志＝消化器疾患におけるNSTその重要性と運営のコツ㌻．消  
化器の臨床12（5）、2009  東口高志＝GmndRuし】ndsNし1【r－tionSupportTcilm（N5T）．消化器の臨床12（2）二125～133，200ワ  

・…＝看護師・医  

師   

管理栄養士   

検査技師  

管理栄養士一看護餉  

入院時栄養評価（入院時初期評価）  

栄養状態良好例  問題症例抽出  

栄養状態二次評価・  入院中栄♯障害  

■検査技師  

症例検討・栄養管理プランニング  におけるチーム  医
 
 
 

栄養管理の実   医師   

看護師   

薬剤師   

管理栄養士   

検査技師  

リハビリスタッフ  

医事弼スタッフ  

ほか…＿＿＿＿……  

栄養状態の定期的評価（再評価）  

必事に応じたプランの條  

患者out¢Omeおよび栄♯管理法の評価  

退院後の栄養管理法の指導  

国2．NST活動のフローチャート  
東口高志精‥NST活動のための栄養環法データブッケ中山書店、東京、2008  



」  

20世紀の医師、看護師中心の医療  
絶食i末梢輸液・抗生剤の絨毯爆撃  

¢   

21世紀高齢社会を迎え、チーム医療で人手をかけて   
できるだけ腸を使い、輸液J、ピンポイントの抗生剤  

¢   
栄養†→免疫能†→感染を防ぎ、長期入院J、単価†   
在院日数J、処理患者数†＋物のコストJ  

ll  

チーム医療で労働生塵性を高め、相対的に人的コストの削減  

＋物的コストの削減＋医療の茸の向上  

，ンパワ＿の充乱sTは医療界に最後にやって来た   
大型のチーム医療。病院を大きく変える、病院改革の起  
爆剤！！  

川  

Ⅰ）急性期医療をサポートするチーム医療   

根本治療をサポートする（早く治すための）チーム医療   

専門医師、薬剤師、臨床放射線技師、臨床工学技士等によるサポート  

コメディカルが病棟業務に関われるよう、患者に接しない仕事は  
可能な限り外部委託化。  ◆  

多職種により機械的にその業務が終了するように、業務を切り  
分ける視点が大事  

近森病院における急性期栄養サポートチームの取組み  

近森病院（338床）のNST介入症例数  
・医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、リハスタッフ、臨床検査技師などの多職種が参加。  
・医師は、チームリーダーとして病棟毎に部科長の担当医師を配し、看護部は病棟毎にNST担当の  

栄養看練師を指名。  
・NSTにおいて中核的な働きをする、専門性の高い優秀な管理栄養士を多数育成し、病棟に配属。  

t栄養評価と栄養計画は、病棟に配属された管理栄養士が毎日、病棟業務として行なっている。  

・栄養サポートは栄養プランに基づいて病棟の管理栄養士と担当医師、看護師が日常的に対応し  
実行している。  

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年   ・回転の速いICU、00Uは過2回、HCUや一般病棟は週1回のカンファレンスやラウンドを行なって  

いる。  
・病棟で管理栄養士と医師、看護師が日常的に実行している栄養サポートを、多職種が総合的に  
チェックし、適切な栄養管理になるよう調整している。  



呼吸ケアチームによる人工呼吸器の管理  

0．0  

2006年  2007年  2008年  
詔二二重車重垂垂垂車重垂－一山〟〉【一一一－－一一一－ ＿′＿＿一＿－－＿＿、＿＿  －＿′．「 〝．．、M」 ＼ 1／     呼吸サケア実施計画書（呼吸欄ケア′くス）にもとづき、棚ケア    ヽ  

期待される効果・人工呼吸器関連肺炎の減少、人工呼吸期間短縮、再拝管率の減少専 一ヰ  12  

計画に基づく人工呼吸器ケアの効果  

●合併症（気道損傷、人工呼吸器関連肺炎等）の予防   
・・・再拝管の場合、人工呼吸期間は12日増  

院内死亡率は12％→43％に増加1）  

●ICU入院期間の長期化を防止  

医療費の抑制効果  

挿管期間を短縮化する方法  

●過度な早期離脱は、再拝管を含む重大リスクを増大させる  
（参考：再拝管率は約20％）   

計画的な管理により、人工呼吸期間が短縮（1日～7日程度短縮）2）  

出典  
l）El〉StCi‖SK．Cil●boldrl・RL，Wn‖gJBE〔bc＝rn】ilcdcxtl・b両i別冊tll・川l・血・lteOr・－1e亡lln・1iれl、■川Iilatio・l・C】・郎＝1ヱ＝佃・1りユ・lりり7  
Z）K¢1】e爪川．Sl■npiroSD．引h・Crl，，C18t Ar洲dの‖－i′ed・CO‖血l】cd南瓜lor叩l（冗ロトdir∝led、■CrSll～pllさ－ici＝卜dir⊂Cled、・Cn・一山払丘0＝＝Cd用・tic山e‖仙Iio＝Cril  

Carchld25．567・571．1りり7  

呼吸ケアチームの活動  

◆人工呼吸器のウイニングと離脱の判断  

計画に基づく人工呼吸器からの離脱  

→人工呼吸のウイニング時間が平均584±673分→70±42分へ短縮   

再拝菅率＄％→5．3％へ減少、死亡退院16％→11％へ減少  

出典濱本実也，自発呼吸トライアル（Sl）T＝こよる人工呼吸器からの離脱，看護扶持、YOl．45くl）2009 

【，ミ   
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◆安全管理  

適切な鎮静・鎮痛管理を行い、  

せん妄予防による人工呼吸器装着期間長期化の防止  
臨床工学技士による人工呼吸器の点検  

◆口腔ケアの実践と指導  

デンタルプラークの付着や口腔細菌の増殖を防ぎ、  

誤囁性肺炎など感染症を予防  

◆廃用症候群の予防  

早期離床・運動療法による心身の機能低下の防止  

人工呼吸器関連肺炎の予防には早期の人工呼吸器離脱が重要であり、その適切な  

プロトコール作成と呼吸ケアの実践に関し、専門性が高く知識が豊富な専門看護師・  
認定看護師が関与している。  ．  

聖路加国際病院における呼吸ケアチームの活動  

聖路加病院の特色：  

○急性期病院であり、集中治療を経過した呼吸器装着患者を一般病棟で診ている。  
ONPPV※1導入により在宅復帰に移行する患者が多い。  

一般病棟における呼吸器  
管理の重要性  

対象患者：  

一般病棟に入院する人工呼吸器装着患  
者（着脱患者も含む）、排疲困難等によ  
りコンサルテーションされた患者  

活動内容：  

1．回診：遇1回、呼吸ケアナース、医   
師、臨床工学技士が参加。   
■呼吸器設定の確認  
・その場で主治医に確認してweaning   

に向けた呼吸器の設定変更   
・痍の状態、加湿、吸引等について、   
病棟看護師にフィード／くック  

2．個々の活動  

・呼吸ケアナース：主に集中治療部門   

に所属し、病棟における呼吸器装着   
患者のケア  

・臨床工学技士：1日2臥呼吸器装着   
患者のラウンド。準夜勤凍による、夜   
間のみ呼吸器を装着する患者の躾着   
状況確認。   日本麻酔科学会）合同呼吸療法認定士の資格を持つ看護師を指す  
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菓3 現行の診療報酬上の評価及び対応の概要  

1 新型インフル工ンザの国内発生に伴い、診療報酬上の対応として   

二類感染症に係る診療報酬の加算の算定を認めている。  

新型インフルエンザ対策について  

第1 新型インフルエンザ対策について   

現在流行している新型インフルエンザは、感染したほとんどの方は  

比較的軽症のまま数日で回復するが、糖尿病や喘息等の基礎疾患を有  

する者や妊婦等で重症化するおそれがある。また、多くの人が免疫を  

持たないため、季節性インフルエンザより流行規模は大きく、感染者  

数も多くなると考えられている。   

このような特徴を踏まえ、基礎疾患を有する等の重症化しやすい者  

を守り、死亡者や重症者の発生をできるだけ抑制することを新型イン  

フルエンザ対策の基本的考え方としている（参考資料P3～8）。   

第2 現状と課題  

1 国内における新型インフルエンザの発生事例としては、本年5 月  

16 日に兵庫県神戸市において国内最初の新型インフルエンザ患者の   

発生が確認され、7月28日昼までに、47都道府県で計5，038名の新   

型インフルエンザ患者が判明した。7月24日よりサーベイランス体   

制に移行し、10月26日から11月1日の1週間の定点あたりの報告   

数は33．28となっている（参考資料P9～11）。   

2 大規模な流行に対応するための医療体制として、重症患者数の増   

加に対応できる病床等の確保、重症患者の救命を最優先上する診療   

体制の充実、基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強化等の対策   

が行われている（参考資料P7，8）。   

3 病床確保については、感染症指定医療機関以外においても重症患   

者の入院を受入れることとし、都道府県等は重症患者のための病床   

を確保することとされている（参考資料P7）。   

4 医療機関等の体制整備のための施設整備費や個人用防護服等につ   

いては補助金による整備事業が実施されている（参考資料2）。  

A210 難病等特別入院診療加算（1日につき）   

2 二類感染症患者入院診療加算 250点  

A220－2 二類感染症患者療養環境特別加算（1日につき） 300点  

【算定件数】各年6月審査分  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数   

難病等特別入院診塘加算（二類感染症患者）  47   755   

二類感染症患者療養錯墳特別加算   平成20年度新設  750  6，959   

2 また、入院患者の一時的な急増や職員が新型インフルエンザに雁   

患することによる看護職員の一時的な欠員などにより、入院基本料   

の施設基準を満たせなくなるおそれがあることから、一定の条件下   

で新型インフルエンザ患者を入院患者敷から控除する等の緩和措置   

を認めた。   

3 さらに、都道府県等よりインフルエンザ患者の診療を行っている   

診療所に対して、診療時間の延長や夜間の外来を輪番制で行うこと   

を求めるなどの依頼がなされていることから、依頼を受けた医療機   

関がインフルエンザ患者に係る時間外の外来診療を診療応需の態勢   

で行っている場合にも時間外加算の算定を認めた。   

第4 論点  

1 入院患者の増加により、病床数が不足して現在想定している病床   

以外の病床を利用する場合、診療報酬上の評価についてどう考える   

か（参考資料P5～8）。   

2 新型インフルエンザ対策において、その他診療報酬上の評価が必   

要な事項についてどう考えるか（参考資料P6，7）。   



第3 現行の診療報酬上の評価の概妻  

1 平成20年度診療報酬改定において、肝炎対策の推進のため、B■   

C型肝炎患者に対する入院中のインターフェロン等について、薬剤   

費を包括している入院料等であっても包括外で算定可能とした。  

肝炎対策について  

第1 新しい肝炎総合対策について   

平成20年度よりB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対す  

る医療費助成が開始され、従前より行われていた肝炎ウイルス検査、  

医療体制の整備、普及啓発、研究の推進と合わせて新しい肝炎総合対  

策が実施されている（参考資料Pl？）。   

第2 現状と課題  

1 我が国における肝炎の患者数は、B型が約10万人、C型が50万   

人、キャリア（持続感染者）はB型が約100～130万人、C型が150   

～190万人と推計されている（参考資料P14）。   

2 C型肝炎の治療法については、ペグインターフェロンとリバピリ   

ンの併用療法が行われるようになり、治療成績が向上しているが、   

様々な副作用に留意して治療を行う必要がある（参考資料P15～17）。   

3 平成20年度からB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対す   

る医療費助成が開始されたが、治療費助成を利用する者は平成20・年   

度の実績で約4万5千人にとどまっている（参考資料P18）。   

4 インターフェロン治療を断った患者に対する調査によると、治療   

を断った主な理由として多忙や副作用などが挙げられている（参考   

資料P19）。   

5 インターフェロン治療の導入につし†七は、一般的に専門医療機関   

における2週間程度の入院治療で行われるが、外来における導入や   

かかりつけ医との連携による治療を実施している医療機関もあり、   

一定の成果をあげている（参考資料P20～22）。  

【算定要件：包括外で算定できる入院料等］  

後期高齢者特定入院基本料  

AlOl療養病棟入院基本料  

AlO9有床診療所療養病床入院基本料  

A306特殊疾患入院医療管理料  

A308回復期リハビリテーション病棟入院料  

A308－2亜急性期入院医療管理料   

A309特殊疾患療療養病棟入院料  

A310緩和ケア病棟入院料  

A312精神療養病棟入院料  

A314認知痘疾患治療病棟入院料  

A316診療所老人医療管理料  

介護老人保健施設（短期入所療養介護又は介睦予防短期入所療養介護を  

受けているものを含む。）  
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2 B型肝炎感染者、C型肝炎感染症患者について、手術における感   

染防止対策について、それ以外の患者以上の技術が必要となること   

による再評価を行った。  

K 手術  

通則11   

B型肝炎感染者、C型肝炎感染者、MRSA感染者l＝対して全身麻酔、硬  

膜外麻酔脊椎麻酔を行う場合所定点数に加算を行う。  

改定前   平成20年改定後   

100点   皿急   

【算定件数】各年6月審査分  

平成19年  平成20年   

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  
手術 感染症患者等に対する加算  

5，220  5，220  5，907  5，933  

t
．
 

一
．
一
－
 
 



第4 論点  

1 長期継続的な治療が必要なインターフェロン治療を受ける肝炎患   

者に対して、専門的医療機関と地域の医療機関の連携によって治療   

を受けやすい体制を構築して治療を行うことについての診療報酬上   
め評価についてどう考えるか（参考資料P15～17．22）。   

2 肝炎対策の推進の観点から、その他診療報酬上の評価が必要な事   

項についてどう考えるか（参考資料P13～15）。  

結核医療の確保  

第1聯巻く状況Iこついて  

1結核患者数は年々減少傾向にあるが、未だ年間2万4千人以上の患者   

の発生がある。日本の結核罷患率はOECD諸国と比較すると未だ高い水   

準にあり、引き続き、結核医療の充実を図る必要がある。（参考資料P24）   

2 結核患者の新規羅患患者の約半数（49％）が70歳以上である一方、約  

1／4が40歳以下である。結核患者には路上生活者や外国人労働者も多   

く、退院を困難とする要因となっている。（参考資料P25，26）   

3 薬剤感受性結果が判明した患者について、薬剤耐性菌が12．7％を占め   

る。結核入院患者のうち、入院時に何らかの合併症を有する患者が約   

33％見られ、また治療中に薬剤性肝障害等を合併する患者もー定程度見   

られる。（参考資如p27－29）   

4 感染症対策の中での結核の総合的な対策の必要性から、平成18年に   

は結核予防法が廃止され、改正感染症法において二類感染症に位置づ   

けられた。また、それに合わせ、平成19年には結核医療の基準が新たに   

整備された。（参考資料P30）  

第2 現状と課題  

1結核の療養においては、二類感染症である特性を踏まえ、十分な期間   

の入院加療が行われるべきであり、平成19年には「結核医療の基準」に   

おいて、入院に関する基準、退院に関する基準が定められた。（参考資料   

P3ト33）   

2 結核患者の減少に伴い、必要とされる病床数も減少傾向にある一方、   

空気感染をするという結核の特性から、結核患者が発症した際に入院さ   

せる病床の確保は必要である。（参考資料P34－40）   



療報酬上の評価の概要  

1結核病棟入院基本料として、看護配置に応じた評価を行っている。また、  

13対1入院基本料において、平均在院日数要件の緩和を行うとともに、   

他の入院基本料の評価と合わせて10対1入院基本料の評価を行った。  

AlO2結核病棟入院基本料   

210対1入院基本料  

改定前   平成20年改定後   

1，181点   1．192点   

313対1入院基本料  

平成20年改定後   

改定前    当該病棟の入院患者の平均在院日  削除   
．数が25日以内であること。   第5 論点  

1結核病棟において、結核の特性に基づいた十分な療養を行うための診   

療報酬上の評価をどう考えるか。（参考資料P31－40）   

2 合併症への対応の充実、小規模な結核病床へ対応の観点から、一般病   

床等への結核病床の併設について、診療報酬上の評価をどう考えるか。  

（参考資料P27－29，35．39，40）  

結核病棟入院基本料届出  

平成19年  平成20年   

医療機関数   236   225   

病桃数   265   240   

病床数   9，220   8，177   

結核病棟入院基本料算定状況（社会医療診療行為別訓査各年6月帝査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

結核病棟  

入院基本  

料  

10対1  

13対1  

15対1  

18対1  

20対1  

2 多剤耐性結核に対して陰圧室管理を行った場合の評価を行っている。   

平成20年度診療報酬改定においては、二類感染症及びHIV感染症にか   

かる個室での療養環境について評価を行った。  
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参考資料  Ⅰ新型インフル工ンザ対策  

感染症対策  

感染症対策について  

●感染したほとんどの方は、比較的軽症のまま数日で回復  

一治療薬（タミフル・リレンザ）が有効である  

一現在の季節性インフルエンザワクチンは有効ではない   

●基礎疾患（糖尿病、ぜん息等）を有する者、妊婦等で重症化   
するおそれ   

（季節性インフルエンザは高齢者、妊婦等で圭症化する傾向）   

●多くの人が免疫を持たないため、季節性インフルエンザより   

流行規模は大きく、感染者数も多いと予想される。  

一事肺性インフルエンザよりも伝播力（人に感染させる力）は強い。   

○新型インフルエンザ（A／HINl）の流行に係る診療報酬上の評価について  
l  

1  

l  ■■■■■■1－■l■■■■■－■■l■■■－■■一■■■■■■■■■■■＿■＿●＿＿■■＿■＿＿＿＿■■＿  

○ 肝炎に対するインターフェロン治療等に対する診療報酬上の評価について  

■
■
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－
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；○結核医療の特性を踏まえた診療報酬上の評価について l  
l  

l  
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以下の対卿 を実 
【特徴】  

基礎疾患（糖尿病、ぜん息等）を有する者、妊婦、小児等で重症化のおそれ  
（注：季節性インフルエンザでは高齢者が重症化のおそれ）  

【流行の状況】  

新型インフル工ンザは、本格的な流行期入り  
8／24－8／30   8／31－9／60  9／ト9／13   9／14－9／20  

インフルエンザ定点医療機関当たり平均報告数  2．52 → 2．陀  → 3．21 →  4朋  

（上記から推計された全国の受診患者数＝  約14万人   釣15万人   約18万人  約27万人※1  

¢学校、施設等における感染防止対策の徹底、院内感染の防止等  

¢重症化防止を最優先とする医療体制の整備鱒床の確保、診療体制の充実等）  

今後、9月～10月にかけて、流行が急速に拡大していくおそれ  

¢重唾化の防止を目的に、必要量を確保し、ワクチン接種を順次実施（10月下旬～）  ※1国立感染症研究所情報センター発表  

9月中にワクチン確保・接種の具体的方法等について決定することが必要  

国内生産分のみでは必要圭を確保できない見込みのため、輸入による対応が不可欠  
輸入のための契約やそのために必要な措置、健康被害が生じた場合の救済措置の検討が急務  
安全性の確保  

策の基本的考  

○基礎疾患を有する者等の重症化しやすい者を守り、死亡者や重症者の  

発生をできるだけ抑制する  
患者執の急激で大規棟な増加を抑制■緩和  

王芸‰中一■   －‾のど－ウ  患者数の急激で大規模な増加をできるだけ  

幽し、社会活動の停滞や医療提供体制へ  
の影響を低減  

医療機関の負担を可能な限り減らし、重症  
患者に対する適切な医療を確保  

¢重症患者、死亡者の把握並びにウイルス性状の変化の探知に重点を置いて実施  

ぜ嬢の姓大■れ■一・J  

¢い、うがいの励行、咳エチケッ献伝達 
6  

（1）重症患者数の増加に対応できる病床等の確保  

○都道府県における重症患者の発生数等について検討   

（新型インフルエンザの流行シナリオを示し、地域別の推計方法を提示）  

○都道府県における医療提供体制について確認   

（外来医療体制、入院診療医療機瀾の病床数、人工呼吸器保有台数等）  

○上記の状況を比較し、地域の実情に応じた対策を検討  

中位設定  高位設定   

発症率  20％  30％   

入院率  1．5％  2．5％  

重症化率  0．15％  0．5％  

※ 各都道府県において医療体制を確  

保するための参考として示す仮定の  

流行シナリオであり、実際の流行予測  

を行ったものではない。  

（2）重症患者の救命を最優先とする診療体制の充実  

○外来医療の確保   
（電話相言炎事業の拡充、住民への啓発、診療時間延長など診療所との連携）  

○入院医療の確保   
（定員超過の取扱い明確化、受入体制の把握と調整、妊婦等の重症者の受入体制の把  
握、県境を越えて搬送・受入を行う場合の調整）  

○医療機関、医療従事者等への情報提供   
（院内感染対策の徹底、新型インフルエンザ診療の考え方・症例集等）  

800000  

600000  

400000  

200000  

0  

80000  

60000  

40000  

20000  

0  （3）基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強化  

○院内感染対策の徹底（医療従事者向けガイドラインの作成）  

○ 基礎疾患を有する者等を対象とした手引きの作成   

苧菅菅菅菅管苧菅菅苧軍学軍学軍学苧苧苧 避退遇通過通過  
週週  



①医療機関に新型インフルエンザの院内感染対策に関する情報提供   
※全ての医療機関に推奨する感染対策について、ホームページ上で公開、都道府県へ通達  

＜外来部門＞  

1．全ての医療従事者が標準予防策に加えて飛沫予防策を実施する  

2．発熱患者とその他の患者の動線を分ける  
3．ハイリスク者へは長期処方をすることによりその受診を回避する  
4．ファクシミリ等による処方せんの送付について検討する  

＜入院部門＞  

1．発熱患者とその他の患者の病床エリアを分ける  

2．ハイリスク者の診療を担当する医療従事者はサージカルマスクを着用する  
3．ハイリスク者の待機的入院を控える  
4．ハイリスク者が入院する病棟への不要不急の見舞いを制限する   

②医療機関に対する施設整備や物資の補助  

t一般の外来部門とは分離した感染症専門の外来部門施設の設置  
り〈－ティション設置による空間的分離   

・個人防護具の設備整備  

外
来
魚
音
数
／
定
点
医
療
機
関
 
 

※  厚生労働省新型インフルエンザ入院サーベイランスによる週あたりの報告数  
※※厚生労働省 感染症発生動向調査インフルエンザ定点医療機関における週あたりの外来患者報告数   

41遇  42遇  43遇  44週  
自治体           10／5－10／ll  10／12－10／18  10／19－10／25  10／26－＝／l   

総ミ、ノ数 12．02   17．15  糾．82  3a．ヱ   

北鶉遭   38．88  5丁．03  81．48  48．0   

書森県   ヰ．05   11．0   2l．80  a7．4   

岩手県   5．52   12．之7  20．11  3ヰ．31   

宮城県   7．73   8．2   10．00  ヰヰ．8   

秋田県   10．49   18．2   32．15  53．5   

山形県   1．80   3．1   10．83  28，8   

楕■県   3．7¢   5．98   15．7【I  27．5   

茨城れ   0．34   13．23   18．a5  28．0   

栃木県   5．0   8．3ユ   14．25  2¢，0   

群馬県   8．ヰ8   11．25  18．78  27．35   

ヰ玉県   18．89   22．87  28．23  38．3   

千葉県   15．7t〉   18．8   28．18   80．7   

兼高＃   18．98  22．2   25．2   28．0   

榊剰II■   21．83   之5．18  20．80  38．a   

新潟県   4．57   8．08  22．朗  39，2   

暮山県   1．，4   5．35  12．02  23，2   

石川県   1．TO   4．3ユ   12．8   33．1   

細井弗   2．50   ¢．08   11．0   2l．4   

山梨県   8．8   4．08   10．73  21，13   

■野県   2，8t〉   3．01   11．28  18．0   

峨阜県   7．45   11．07   20．Ol  28．ヰ   

仲田昨   5．88   8．17   13．38  17，1   

彙知県   23．5之  31．78  30．42  5ヰ．4   

41遇  42遇  朋欄  4ヰ週  
自治体           10／5－10／11  10／12－10／18  10／19－10／25  10／26－11／1   

三王県   11．0丁  1丁．ヰ   20．97  40．1   

滋暮れ   8．73  川．02  2乱18  ヰヰ．ヰ   

京ホ府   8．81  1ちヱ8  22．4   34．1   

大阪府   18．粥  2a．25  27．88  34．7   

兵ヰ県   18．5ヰ  22．09  ユa．き1  ヰ2．1   

奈良れ   8．07  10．03  17．8   22．8   

和歌山ホ   5．88   9．48  1ヰ．18  21．9   

■取れ   2．28   2．2   8．14  12．8   

■繊県   1．78   5．2   0．81  13．3   

岡山県   8．24   5．18  11．14  20．之   

広▲爪   5．48   7，80  15．83  24．8   

山口れ   2．08   2．58   丁．き5  18．5   

け・   8．2丁   8．05   8．37  13．0   

書川れ   4，55   9．98  2ヰ、88  8ヰ．7   

彙蝶れ   2．03   2．18  10．8   2ヰ．0   

註知れ   4．75   7．31  1¢．8ユ  28．8   

補間県   23．ヰ8  2臥0   37．35  45－8   

■－  8．28  12．08  22．7   3l．7   

よヰ県   9．00  11．08  15．48  23．8   

恥糾ト   8．ヰ4   9．70  15．ヰ   2l．0   

大分れ   7．81  10．01  18．9†  88．3   

二 ■  7．58  10．17  22．17  33．4   

丘児■れ   3．14   ヰ．68   7．1   1ち．8   

沖■れ   10．48  2之．05  之ヰ．87  28．5   

急速に感染が拡大する情勢にあるため、感染拡大の端緒把握を  
重点に置く体制から、重症患者、死亡者の把握並びにウイルス性  
状の変化の探知に重点を置く体制に移行。  

以下の3つのサーベイランスの中で、特に（1）のサーベイランス  

に重点を置いて実施。  

（1）重症化及びウイルス性状変化の監視のためのサーベイランス   

（ウイルス・サーベイランス（約500定点）及び入院サーベイラン   

ス（全医療機関））  

（2）地域における全体的な発生動向の把握のためのサーベイラン   

ス（インフルエンザ・サーベイランス（約5，000定点））  

（3）感染拡大防止につなげる集団発生の把握（クラスターサーベイ   

ランス）  

11   



B型肝炎ウイルス患者・感染者   

（約110～140万人）  

C型肝炎ウイルス患者t感染者  
（約200～240万人）  

Ⅱ 肝炎対策  
無症候性キャリア約100～130万人  

患者約1b万人  

※肝炎患者   約10万人   
肝硬変・肝がん約10万人  

※肝炎患者   約7万人   
肝硬変・肝がん 約8万人  14   

肝炎対策の推進  
C型慢性肝炎治療の進歩  

【施策の方向性ト  
○肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。  
○検査・治療・普及・研究をより一層総合的に推進する。  
○検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に実施していく。  インターフェロンの長期投与  

（2002年2月から）  

インターフェロンの自己注射  

（2005年4月から）  

ペグインターフェロン  

（2003年12月から）  

コンセンサスインターフェロン  

（2001年12月から）  

従来型1FN ＋リ′くどリン  

（2001年12月から）  

PEG・lFN ＋リバピリン  

（2004年12月から）  

投与方法のエ夫  
7．インターフ王城の庶茸の虎必の捌   
0インターフェロン治ホに関する医療費の助成の実施  

g．」粁彪り■く仏ス虔さの庶ぎ  

0保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧嘆と検査体制の整備   

○市町村等lこおける肝炎ウイルス検査等の実施   a御慶着へ（  
○診療体制の蜘の拡充  
○肝硬変・肝がん息者に対する心身両面のケア、医師に対する研♯の実施  

イ．抑凪い彪蓼のま及閻  

○桝や地域などあらゆる方面への正しい知椎の普及  

長房努の郷   

○ 肝炎研究7カ年戦略の推進  

○肝疾患の治療等に関する開発・薬事承層H馳険適用等の推進  

新薬の開発  

他剤との併用  

15  



インターフェロン治療について  平成20年度肝炎インターフェロン医療費助成  

に係る治療受給者証の交付実績  

【インターフェロンとは】   

免疫系・炎症の調節等の働きを持つ薬剤   

【インターフェロンの治療効果】   

B型肝炎の場合  飽旦覿   

C型肝炎の場合  約5割～9割   

※治療効果は遺伝子型やウイルス量などによって異なる  

＜ポイント＞   

1．交付件数について  

全国分の交付件数（年間）   

2．階層区分別の交付件数割合について  

（1）A階層（自己負担限度月額1万円）  

（2）B階層（同 上 3万円）  

（3）C階層（ 同 上 5万円）  

44，731件  

48．3％  

33．3％  

18．4％  

ンフルエンザ様症状（発熱、頭痛、筋肉痛など）  

血球・好中球減少、血小板減少、不眠や抑うつ  

：与部位の紅斑・痛み、脱毛、めまいなど  

治療開始区分別にみた有事事象（治療中止例）の出現状況  インターフェロン治療を断った理由  

悪霊買主凋∃ 竺竺＿＿＿二竺竺＿＿＿－eケ朋∴‾二㍍諒㌻  

i 

その理由の中で最も当てはまると思うものについて。  

（有効回答数（N＝97）、頻度の高い順に列記）  皮疹   3例 ・皮疹  4例  
腋納封犬 ■順 ・うつ症状コ例  
全身惟怠感l例 ・網惧症 】伊1  
好中破減少1例 ・聞方性lホ炎1例  
強制追焼 1例 ・下痢  1例  

・飲酒継続1例  

・全身倦怠譜 l例 ・効果不良  7例 ・効果不良  
・食尽不撮   4例 ・自己中断  3例 ・全身憺急患  
・皮瘡  3例  ■うつ丘状  2例 ・網膜症  
・自己中断   3例 ・全身絶息感   2例 ，皮疹  
・うつ丘状   2例 ・末梢榊無傷書  2例 ・うつ症状  
・効果不良  2例 ・甲状は機能先進症 2例 ・甲状腺機能先進症  
・網膜症   1例 ・血小板減少症  1例 ・無汗虚  
・纏済的理由 1例 ・サルコイドーシス 1例 ・サルコイドーシス  

例
例
例
例
例
㈹
憫
憫
憫
憫
憫
 
 

1．忙しく、入院や通院ができない  34人（35％）  ※2008年10月10日から12月8日までの期  
l■り、28の 医療機関（27国立病院機構病  
院および国立園腔 医班センター）で実  
施したインターフェロン（1FN）治舶こ関  
する心者アンケート集計結果（N＝895）  

2．副作用が心配  

乱高齢だから  

4．自覚症状が無く、必要ない  

5．お金がかかるから  

27人（28％）  

8人（8％）  

8人（6％）  

5人（5％）  

入院  
86／489  

（17．6％）  
・】快滴縫械  1例 ・膵炎  
・】璽由不明  1例 ・脳梗塞  

・くも牒下出血  
・胃癌   

7例  11例  22例  之4例  

】例 ・大動脈解離症  
l例 ・蛙済的理由  
卜例 ・自己中断  
1例  

22例   

2例 ・皮膚  
1例 ・全身悸怠感  

（参考）インターフェロン治療を医師に勧められるも治療を断った主な理由の頻度 年齢層別の比較（N＝96）  

0  

0  

拒賑 0         0   0   0   ▲U O   ▲ロ OU T  一＿  一b  ・4  －■   ク一  一丁  

・自己中断 l例 ・鳩症状  1例 ・効果不良   3例 ・全身惟怠憾  
・精神丘状 1例 ・自己中断   2例 ・皮序  

3例  

2例  

2例  

1例  

1例  

・皮疹  1例 ・何度性肺炎  1例 ・効集不良  
・網膿症  1例 ・特発性血小椋減少症1例 うつ症状  
・全身惟息¢ 1例 リb不全  
・うつ症状   1例 ・効果不良  
・他疾患（はけ不明〉1例 ・経済的理由  

・自己中斬  

1例 ・不眠症  

1例 ・眼底状（中い川畑は鳩）1例 1例 ，ヘモグロビン低下 1例  
1例 ・他疾患による死亡 1例  

L
■
l
 
 

・甘郎痛  
・胸水貯留  
・桂済的理由  
・真の介旺  

10例  

1例  

1例  

1例  

1例  

1例  2例  10例  ○例  

17  イ9▲以下  80■9▲  ‘○・tさ■  TO▲以上   



入院導入と外来導入における薬剤アドヒアランスの比較  

理 「r  r一旦  ヨ  「  「理「  
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．、．    ゲノタイプ2型  

（Mann・WhitneYリーte叫  

インターフェロン治療導入の形態とウイルス学的治療効果  

P＝0．096  
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Ⅲ 結核医療の確保   判定不能  
■無効  
木再燃  
■著鋤  

イ  

入鹿  外来  

（n＝＝5）  （n＝1之1）   

ゲノタイプ2型  

（Pearsonのカイ2乗検定）  
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（n＝882）  h＝248）   

ゲノタイプ1型   
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結核病棟入院患者の年齢分布  結核羅患率  

○結核病棟入院患者を患者調査の入院患者の分布と比較すると、20～40歳の若年層の患 
者の割合が高い。  iO結核罷患率は全体として減少傾向にある。平成9年には増加が見られ、平成11年には  

きH＿，讐讐讐竺禦竺．三竺警調に減少している0  
結核曜患率の推移（全部吉核）  

○ 嵩齢者のピークは80から89歳にあり、年齢層の分布が二峰性となっている  
し －＿．．，‖．，－＿、  

¶＿〉， 

∞
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○  

結核催患率（人口10万人対）の各国比較  
～アジア諸国と先進諸国－  
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11ネ タ1畑0Ⅰ†l＝‖∴H川l崎■川1奥まl川H（M！．・P†′17nQ／  

年齢階級別結核雁患率  

ー1 錐；欠別・雉鮪殿級別 i斤儲f菱紘1尭  

平成20年年齢別折畳♯患者劇  トー′内はl■応化）  

平成柑年  l 平成】9年   l平成20年   

0）  2G．コ鋸（叩0．0）  25．コIl（100．0）  祁．780‖00．0）   

0一一4▲  82（0．2）   58（0．1〉  35（0．t）  ヰ7（07）  引（0．2）   

5・〉 り▲  lO（0．1）   22（0．t）  柑（0．1）  】9（8．】）  23（0．り   

川トり4■  〇8（0．り   コ○（○▼t〉  コ2（0．り  祁（0り  封（0．1）   

t5－19繍  302（】．¢】  2（川（l．0）  2日（0．8）  20】（0．8）  191（0．8）   

20～29▲  2．528（8，5）  2、303（8．り  2．009（7．8）  】．ウ24（7．6）  1．823（7．4）   

コ0－3g▲  2．7：柑（0．2）  2．677（g，5）  2．れ7（92）  2．308（9一り  Z．】52（8．7）   

㈹・）㈹▲  2．3イ¢く 7．D）  2．220（7．8）  2－037（7．7）  上835（丁，G）  1．917（丁．7）   

50・→59▲  3．991（13．4〉  3．即6（は0）  3．33G（l乙6）  3．035（12．0）  乙784（1】．2）   

80－69▲  4．658（t5．7）  4．328（ほ．3）  3．837（川．5）  3．即日（川．6）  3．689（＝．9）  

70ん乃▲  

㈹▲以上   

表4．新登録肺結核薬剤感受性検査結果把握中  
耐性率（％）一癖研■サーベイランス結果の比較－  

療研  サーベイ サーベイ  

2002年  2007年  2008年  

6．2  4．9  
1．2  1．1  

15．0   12．7  

2．8  5．2  4．2   
0．7  0．6  0．7  
8．2   13、8   12．1  

18．9   16．8   12．3  

9．8  7．2  5．1   
22，8  28．5   18．2  

全数   
INH耐性  

多剤耐性（川軋RFP）   

何らかに耐性  

初回治療   

INH耐性   

多剤耐性（川H．RFP）   

何らかに耐性  

再治療   

川H耐性   

多剤耐性（川H．RFP）   

何らかに耐性  

15－1 正次別 無臆臨踏臼∫鴇の鋸専ほ紆柁爪着電  

（（）内は斬曇掛こ占める割合）  

平成柑年   平成20年   

含l†  2，397（2G．0）  2．308（2G．6）   

20－21▲  1引（は丁）  ほ3（16．4）   

25～鯛▲  201（柑．0）  213（柑．0】   

30－ユ1▲  213（18，2）  ～21（20，4）   

35－39逢  271（23．8）  238（22．2）   

lO・－44鑓  217（2S．2）  2？5（27．2）   

伯～49ま  2鋸（27．8）  2朋（26，9）   

50－51i  347（3t．0）  コS5（32．2）   

55－59よ  一閃（36．了）  栂9（鋼．0）   
注：全数；治療履不明を含む∩横研；撹は療法研究脇は会。   

耐性の判断；サーベイでlま耐性か否か．療研でけ耐性基準による   
りNHO．和g／m㈲胤．．  ぺ－ノメソ■Jヶ 

不／動。 25   （注）k■臨叫日月欄：圧嘗九、匹敵は◆者、他のt用肋労右・8t＃事、 青書従事● 
．学生告舵く（合l＝ま20縫－59はのい．  

27  



… ○入院時に何らかの合併症を有している割合は33％であった。合併している合併症では  
l糖尿病、肝疾患、悪性腫癌、脳血管疾患が多く見られた。  

表8 結核予防対策のあゆみ  入院中に肺炎、脳卒中等の合併症が発生する例も見られた  
1側岬h剛柵＿＿＿」  

平成19年虔指定研究報告研  
明㌘咋（18脚）   

37 川）01）  

大呂（’】9）  

招1Z（’37）  

1j（’39）   

班（●51）   

27（●52）   

3ロ ー ■55）   

32（’57）   

ニj6 r ■紺   

・19（’74）  

61（邪）  

62（●87）  

兵J剛t須翫l毎わが即納の拙†摘発併設立  
絡振子丘りに聴する内務省令公布  
冊糾曇こ戸蛸法公布  
同立結核帰兼併官制公有  
l肘1結抜丁班会蘭立  

錐紺隠¶．柑隷Ⅶ泄瑚Ⅵ町封－m明沌規私  
紺細㈲利細別甑  

舘指千鶴成一肌勤l二（結核僻全会区民には大〉  
結抜手働儀一一轍鮒＝鮎桐，路検診蛮地）  

擁接予防法一部萬『J忠升符埋制度政弘 命令入所  
制度i狛ヒ】  

測夫子帆≡一価恥l∵剋瞞川拍粧引摘押掛押  
仰  
甜甜測の肘Ilせ全面改正  
鉛板ナ捌粕川政一肘㈱用∴紬新川昭州刷押  
葉のl昔1好；  

給転・賊≦イモdミサーベイうンスリ亡＿掛相聞始  

1lミG（馴J   
7（■95）   

8（■％）   

11（■聞）  

結抜子防法一都胸二（BCG牌トけろリj償跡こ〉  

精髄イl揖昆ニー一瓢改正（公昭爪州の鼠在」）  

結接医縦の基準（告ボニの一一部払に  

PZJlを耽ほた刷りl矧VJ強化舶加増人  

公衆斯出番議会r21せ詫に向汁て獅騨掴㈲二つい  
て（庶兄）＿公良  

も￥仏繁ミ射噌‘損；  

糾接医堤の野Il．借示）の一一触翫iミ  
薬剤酎仕付鑓甚桝爪咳昆  
拙朋沌胡制鋸川鳳㍑〃川場勃ニリ三托すべさも■i  

は♪偶について」公表 ‾ 
酎去緊急り三迎．削減ふIF．公ん  

酬三卜宰拾試合払簗応分‖台紙招†♭余l－ぇ恨月策の  

也昆的比l化しにI関する比訂」公よ  

川′棚21世紀畑∝汀S幌略推進作重囲」の媒示  

小1・小1のツ圧・BCG体操仰の囁1l二  

鈷抜取膜の基雅（野市の一一朝改正  

耗相子防扶一一部改茶化CC州別抑，恒治の兄折  
L，Ⅸ）TSの経巡等）：竹以7可り月施行）  
悪紡症（り二川Jiび糾さ拍三の悪舌に叶I‾ろ因附二囲十  

る法i拝の・－郁を改1［ナる法律l平l幻9年り1抱けI  

脚梅▲】；防法阻l二，改1tこ封ミに統合）  

出様医現の甘準＝■挿）を企画改正  

結撲匿〃の基準（告示）を伺11】  

ii川：性紺哀悠りさ11ミの明確化  

粁技術の埠入，川火水法の適川  

入院中の合併症発症率（n＝Z叫  

入院時の合併症の有無  
0．0†‘ S．肌 10，0，i 娼．0薪課題名：結抜医療のDRG／  

二：∴  ＝こ」「1  
12（2nO¶）   

】3（－0ユ）  

14（’∩2）   

15（■q3）   

16 く’qJ）  

柑（’Cl；）  

】9（Ⅵ7）  

2】（－09）  

之8  
30  

数
 
 

県
 
 

府
 
 

相
 
 

し
 
 
 

な
 
 

力
 
 

入退院基準と就業制一限基準   都道府県内に合併症  な
 
ヒ
巳
 
 

台
日
 
 

可
 
 

応
 
 

対
 
 

医療機関  

感  

染  患者の状態  想定される事例   就業制  

性  
入院基準  退焼基準   限基準   

高  塗抹（＋）  

呼吸器等の症状  
から入院が必要  
と判断される   入院勧告  退院不可   

塗抹（－）  
制限  

培養  する  

又は  

PCR（＋〕   ・無症状で、培養や核酸増幅法  

によって感染を診断された例  
上記以外    ・治療が成功して症状が消失し  退院可能  

た例   

入院不要  
塗抹（－）培養（－）  

・治療が成功して症状が消失し、  
培養陰性になった例  退院させな ければなら  

低  
・無症状で、塗抹や培養以外の  

ない  制限 なし  

無症状病原体保有者    検査（ツベルクリン反応やQFT にって  

等）よ結核菌の感染を診  
断された例  

心力テ治療   

消化器  

整形外科  

心臓   

脳外科  

人工呼吸  

透析  

0  5  10  15  20  25  30   

函全種病床（結核病床、感染症病床、モデル病床）陰圧室   

口結核病床陰圧室あり  

【吉山崇：結核病床の今後のあり方に関する研究．  29  

平成20年度厚生労働科学研究「結核菌に関する研究」報告書】  

■
一
．
－
 
】
」
 
 

「
 
 



′I  結核の退院基準  結核病床数（人口10万対）と結核病床における1日平均患者数  
l  

】t‖【～Ⅶ－▲岬‾ 

＿，．、▼．＿＿＿．▼、、＿、J  
01日平均患者数の減少とともに、病床数も減少傾向にある。   退院させなければならない基準   

①病原体を保有していないこと又は、  
②当該感染症の症状が消失したこと  

・咳、発熱、結核菌を含む疲の症状が消失した場合  

退院させることができる基準  

以下の全てを満たした場合  

①2週間以上の標準的化学療法が実施され、席、発熱、鱒等の臨床症状が消失して   
い石。  

②2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の略疲の塗沫検査又は培   

養検査の結果が連続して3回陰性である。  

③患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の   
継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。  

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いにつ  
いて」（触感初第0907001号 平成19年9月7日）  

1
日
平
均
鳥
者
数
（
人
）
 
 
 

一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－■■■■－一一－－－－－－－－－－t■－■－－－■■－“－－－－－－－一一－一一－－－－－－－－－－－－－－ 

・ 塗抹検査  、  

一 検体（噂痕）の賞により結果が左右される  

－ 3日連続で陽性、または3日連続で障性となることは少なく、洞陰性、1匝】陽性などの／くターンが多い  

一 1日日陰性、2日日陰性、3日目陽性では退院不可  

一 これを繰り返すと検疫の回数過多として査定の対象となる  
一 施設にもよるが週に1回ないし之週に1回程度のスケジュールが一般的   

l、、∴ ＿＿……＿血 52  

結核医療の基準に規定される標準化学療法  

結核の治療は′化学療法によることを原則とし′化学療法のみによっては治療の目的を十分に  

達することができない場合には′外科的療法又は装具療法の実施を検討する。  

昭和62  平成2年    5  14  1る  17  18  19  

8    11                     34                  平成19年医療施設（動態）調査■病院報告の概況（平成20年12月）  

病床種類別病床利用率の推移  

○
 
 

平成16年以降、病床利用率は低下傾向が見られており、平成19年度において、37．  
1％となっている。  

○標準治療A法   

リファンピシン（RFP）   

イソニアジド（削H）  

エタンブトール（〔B）or  

ストレプトマイシン（SM）  ＝」‾‾T」  
間歓療法可  

ピラジナミド（PZA） ＝   

○標準治療B法 80才以上、慢性肝炎、肝硬変  

RFP  

INH   

EBorSM  

RFP、INHともに感受性の場合、2か月でEborsMは中止  
1416171819 平成19年医療施設（動態）調査・病院報告の概況（平成20年12月）35   



′‾＋■Ⅵ†▲一←‾㌦仲－－－∵－→鵬－・伸一】一山－●一－－▲－－－・・、←－－－－一＋－几－－－－W－【－－－－－－   

■－－－′ －一一－■－■－一 ■－▲－′▲一｝■＿，一 宇○平均在院日数は短縮傾向にあり、平成19年現在70．0日となっている。  

○精神病床、療養病床と比較すると短いが、一般病床、感染症病床と比較すると長くなって  
いる。  

▲  

一耕神病床  
十感染應欄昭  
一－一緒は病床  

－■←療養病床  

瞞－－腺病床  

8 11 14 16 17 1B 19  

平成19年医療施設（動態）調査・病院報告の概況（平成20年12月）36  

結核入院患者の平均在院月数  

38  

出典‥厚生労働省統計情報部平成19年度国民医療費   

医療法に定める主な構造設備の基準及び人員の標準  
「
蓼
．
■
■
」
 
 

一
 
 

｝
 
 

○ 結核病棟における平均在院日数は63．1日であった。  
○ 死亡退院は14．4％であった。  

区 分   一般ホ床   結核ホ床  
●考  

（感染症病床）   

定 暮   療養病床以外の病床   精神病床、感染症病床、繕棲病床、  結核の患者を入院させるための  感染症法に規定する一類感染 症、二類感染症及び新感覚症 の患者を入院させるための病床     病床   

医師  16：1   医師  16：1   医師  16：1  

人員配遭欄準                  看護職員   3：1   看護職且  4：1   看護職且  3：1  
薬剤師    70：1   薬剤師   70：1   薬剤師  70：1   

・各科専門の診察室  

・手術室   
一般病床の必置施儀に加え、  一般病床の必せ施設に加え、  

必t施投  ・臨床検査施娘   ・機械換気設備   ・機械換気毀備  

・X線装せ   
・感染予防のためのしや断  ・感染予防のためのしや断  

・調剤所  等   ・消毒施設   ・消事施設   

ホ床面積   
8．4nイ／床 以上   ＆4ポ／床 以上   6．4ポ／床 以上  

（既設：4．3ポ／床以上）   （既設：4．3n†／床以上）   （既設：4．3n†／床以上）   

】5  

30  

之S  

Z0  

15  

10  

5  

0  

．㌔デ・すや√ゝヾ√ヰ∫手■さJ、も・㌔、㌔五、ぎ一ぜ・‥‥．‥ざ∫、＼f・ざJJ．声・ゴ．や・～．㌔、‥さ．ニゴ、≠       平成 
19年鹿指定研究報告研究課鳩名：結核医療のDRG／PPS化に関する調査研究主任研究者  

境谷光則（近畿中央胸部疾層センター）報告書（N之29）  
39   



結核病棟入院基本料（一般病棟入院基本料との比較）  

結核病棟入院基本料  一般病棟入院基本料  

廟柁置－ご．二均在院。数喜点数 断件数（件，翻在院。数朗 願件数（件） 
ト   

260 19日以内 jl，555点 247850  塁7対1125日以内1．477点  

芦10対1】25日以内  】 180 璽 21日以内 …1，300点 458761  

I 

510  24日以内；1・092点 74292  

2174 j  】  975。2  

l  

1．192点  

1   

戸13対1   

；15対1  

r  

18対1  

i949点 L  

【‾■■…‾∬ 
m卜▲ r  

886点  

一一  

点
 
 

7
 
 

5
 
 

7
 
 

点
 
 
 

3
 
 
 

1
 
 
 

7
 
 

20対1 弓  

※ 結核病棟入院基本料13対1入院基本料算定患者は退院基準に基づき退院させることが  
できることが確定した日以降は特別入院基本料550点を算定する。  40  

算定件数：平成20年社会医療診療行為別調査（6月審査分）   



参 考 資 料 2  

21．11．13  平成21年度新型インフルエンザ医療体制整備関連予算について  

1．保健衛生施設等施設・毀傷農儀費補助金  

施   設  補 助 内 容   補助率  ′ 補助先   平成21年度   新型インフル工舛◆臣■体制■♯に係層   
予霊d  感染虐  

感染症指定医療機関  感染症指定医療機瀾の新設、増設又は改築のた めに   
施保  
設儀   

必要な経費   

毛衛  

型インフルエンザ  直接補助：都道府県  

菅生 費施 補設  増設又は改築のために必要な経費  
助等  

1／2   間接補助：都道府県 （市町村、医療機  の内数  

金  
関）   

感染症外来協力医療機関  感染症外来協力医療機関の新設、増設又は改築 のために必要な軽費   

20百万円の内訳  
感染症指定医療機関  ・初度設備糞（基準額：130．000円） ・簡易陰圧装置（基準額：4．200．000円）   ・簡易陰圧装置  

設保  
23台19百万円  

備儀  ・人工呼吸器（基準額：2．160． ・初度設備費 

亜種 傭生  
0．5百万円  

直接補助：都道府県  

補設  責施  助等  1／2   間接補助二部道府県 （市町村、医療機  の内数   
関）   

ては、20年度予算  
金  ・HEPAフィルター付空気清浄機（陰仔対応可能  からの繰越分  

なこと）（基塵廟：880＿000円）  1．851百万円に対  
し、1．010百万円  

感染症外来協力医療棲周          ・HEPÅフィルター付バーテション    （基逢着卓：200．000円）  を別途内示済み。  

・個人防護具（基準額：3．550円）   

○上表のつち下線を引いたものについては・平成21年度8月27日付け事務連絡「保健術施設等施設・設備整備補助金の改正（予定）について」により補助対象とする 旨周知済み9正式な要綱の発出については、都道府県あて9月25日までに行う予乱   
○予算については、執行残額7億円（保健衛生施設等施設整備費補助金2億円、保健衛生施設等設備整備費補潮金5債円）で対応する。  

2．疾病予防対策事業費等補助金  
新型インフル工ンザ対策事業（協議会設置、診療従事者訓練・研修、情報共有のための説明会開催）  

（補助率）1／2   
（補助先）直接補助：都道府県   

3一新型インフルエンザ対策事薫（本省井） 
医療従事者研修事業  
必要な医療体制を整備できるよう医療従事者を対象とする研修  

39百万円  

3百万円   

2・・・、  



婁 考 ホ 料 3  

21．11．13  

保医発0 914第1号  
平成21年9月14 日  

記  

1「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」   
（平成20年3月5日保医発第0305002号。以下「基本診療科の施設基準等通   

知」という。）別添2の第2の4（1）の規定にかかわらず、臨時的な対応と   
して別途通知するまでの間、流行期（※注）において新型インフルエンザ患者   

の入院診療を行った保険医療機関においては、入院していた新型インフルエン   
ザ患者は入院患者の敷から除くことができるものとする。ただし、入院患者数   
から除くことのできる新型インフルエンザ患者の数は、当該保険医療機関の平   

均入院患者数（基準月（新型インフルエンザ患者を入院患者数から除いて計算   
しようとする月の前月をいう。）から起算して過去1年間の平均入院患者数と   
する。）を超えて入院した新型インフルエンザ患者の数に限るものとする。   

（※注）「流行期」とは、国立感染症研究所感染症情報センターの「警報・注  
意報発生システム」により、インフルエンザの注意報が発せられてい  

る日の属する月のことをいうものであり、都道府県単位で判断するも  

のとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所でも注意報が発せられ  
ている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。   

2 基本診療科の施設基準等通知の第3の1（1）の規定にかかわらず、臨時的   

な対応として別途通知するまでの間、流行期において新型インフルエンザ患者   

の入院診療を行った保険医療機関においては、月平均夜勤時間数については、   
流行期の間の2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を行わなくても   
よいものとする。   

3 基本診療料の施設基準等通知の第3の1（3）及び（4）の規定にかかわら   
ず、臨時的な対応として別途通知するまでの間、流行期において新型インフル   

エンザ患者の入院診療を行った保険医療機関においては、1日当たり勤務する  

看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という）の数、看護要   
員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看誰師の比率   
については、流行期の間の2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を   

行わなくてもよいものとする。   

4 上記1から3の臨時的な取扱いを行う保険医療機関においては、流行期にお   
ける新型インフルエンザの入院患者数について別紙様式を参考として整理し、  

それに基づき基本診療科の施設基準等通知の別添7様式9を整理しておくこ   

と。   

5 国立感染症研究所感染症情報センターの発表するインフルエンザの注意報   

は、以下のHPにおいて毎週更新されるものであるため、保険医療機関におい   
ては留意すること。  

※国立感染症研究所感染症情報センターの「インフルエンザ流行レベルマップ」   

https：／／hasseidoko．mhlw．go．jp／Hasseidoko／Levelmap／flu／index．html   

殿
 
 

「
卜
」
 
 

地方厚生（支）局医療指導課長  

都道府県民生主管部（局）   

国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）   

後期高齢者医療主管課（部）長  

厚生労働省保険局医療課長  

新型インフルエンザの流行に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて   

現在、新型インフルエンザ（A／HINl）の流行に備え、都道府県等におい  

て重症化した患者の入院医療機関の受入体制の検討を行っているところである  
が、新型インフルエンザ患者を受け入れる保険医療機関においては、入院患者の  
一時的な急増や職員が新型インフルエンザに羅患することによる恵誰職員の一時  

的な欠員などにより、地方厚生（支）局に届け出ている入院基本料の施設基準を  
満たせなくなるおそれがある。   

今般、新型インフルエンザ患者を受け入れた保険医療機関の診療報酬上の評価  
を適切に行う視点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、  
臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏の  

ないよう、毅管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。   
なお、下記における「新型インフルエンザ患者」とは、新型インフルエンザ（A  

／HINl）と診断された患者及び新型インフルエンザとの確定診断には至らな  

いがインフルエンザと診断された患者のことをいうものとし、「流行期」とは、  
国立感染症研究所感染症情報センターの「警報・注意報発生システム」により、  
インフルエンザの注意報が発せられている日の属する月のことをいうものであ  

り、都道府県単位で判断するものとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所で  
も注意報が発せられている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。   

また、下記の取扱いは、新型インフルエンザ患者を受け入れた保険医療機関の  

診療報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労働時間  

が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を  
新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し  
添える。  
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川  ．。ヨM掘出u刊姻句司習刊  

（参考）  

○ 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（抜粋）  

（平成20年3月5日保医発第0305002阜）  

第1 基本診療科の施設基準等   

基本診療科の施設基準等については、「基本診療科の施設基準等」（平成20年厚生   
労働省告示第62号）に定めるものの他、下記のとおりとする。  

2 入院基本料等の施設基準等は別添2のとおりとする。   

第3 届出受理後の措置等  

1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険   

甲酬り叩者桔．連声なく変更の届出等を行うものであること。また、病床掛こ   

著しい増減があった場合にはその都度届出を行う。  
ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。   

（1）平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期  
間の1割以内の一時的な変動。   

（2）医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範  

囲の一時的な変動  
ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療科の算定要件  

とされている場合  

当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1  
を減じた数以上である範囲  

イ 「基本診療科の施設基準等」第五のこの（2）、四の（2）及び六の（3）の場  

A 【コ  

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た  
‾ 数から1を減じた数以上   

（3）1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者ぐ以下「看護要員」  

という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師（以  

下「看護職員」という。）明断こ対する看護師ゐ比動こついては、暦月で1か  

月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。   

（4）医療法上の許可病床数嘩100床未満の病院及び特別  
入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、1日に当たり勤務する看護要  

員の数、鱒こ対する看護師の  
比率については、層噂   

（5）算定要件中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1  

割以内の一時的な変動。   
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（6）算定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で3か月間の一時的な変  

動。  

（7）算定要件中の他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合については、  

3か月間（暦月）の平均実績が6割未満とならない範囲の一時的な変動。  

別添2  

入院基本料等の施設基準等   

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準   

4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。   

（1）入院患者の数については、次の点に留意する。  

ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母  

の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診  

療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当す  

る者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。  

イ 入院患者の数については、届出時の直近1年間（届出前1年から6か月の  

間に開設又は増床を行った保険医療機関にあっては、直近6か月間とする。）  

の延入院患者数を延日数で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。  

なお、届出前6か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に  

係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、一般病棟にあっては一般病  

棟の病床数の80％、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の90％、結核病  

棟にあっては結核病棟の病床数の80％、精神病棟にあっては精神病棟の病  

床数の100％とする。  

また、一般病棟に感染症痛床がある場合は、届出時の直近1年間の入院患  

者数が0であっても、感染症病床数の5％をもって感染症病床に係る入院患  

者の数とすることができる。  
ウ 届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実節が  

3か月以上ある場合は、減床彼の延入院患者数を延日数で除して得た数とす  

る。なお、減床後から3か月未満の期間においては、減床後の入院患者数と  

して届出を行うことができるものとするが、当該入院患者数が、減床後3か  

月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数を満たしていな  

いことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届出を行わ  

せること。  

エ 病棟単位で算定する特定入院料、「基本診療科の施設基準等」の別表第三  

に規定する治療室、病室及び短期滞在手術基本料1に係る回復室に入院中の  

患者については、入院患者の数から除く。   



21・11・13 

保医発0 915第2号  
平成21年9月15日  3 都道府県、保健所設置市、特別区からの依摸を受けインフルエンザ患者に係   

る時間外の調剤を行っている保険薬局については、「診療報酬の算定方法の制   
定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発第0305001   

号）別添3区分01調剤料の（10）のりの（ロ）の規定を適用しないものとし、同  

（イ）により時間外とされる場合であれば、時間外加算を算定できるものとする。   

地方厚生（支）局医療指導課長  

都道府県民生主管部（局）   

国民健康保険主管課（部）長  

都道府県後期高齢者医療主管部（局）   

後期高齢者医療主管課（部）長  

殿 

厚生労働省保険局医療課長  

新型インフルエンザに係る保険医療機関の時間外診療等について   

戯  
新型インフルエンザに係る夜間の外来診療体制の確保については、別添の事務  

連絡において、「夜間の外来診療体制については、救急外来を設置する医療機関  
だけでなく、例えば、インフルエンザ患者の診療を行っている診療所に対して彦  

療時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行うことを求めるなど、地域の診療所等  
との連携を図ること。特に、／小児患者の外来診療体制については、地域の′J、児科  

を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等との連携椰保に努める」旨の依  
傾がなされているところであり、各地域においてはこれを踏まえた対応がなされ  
ているものと承知している。   

今般、このような取り組みを行っている保険医療機関の初診料及び再診料の時  

間外加算等について、臨時的な対応として別途通知するまでの間、下記のとおり  
取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、紫管下の保険医療機関  
等に対し周知徹底を図られたい。  

記 

1 都道府県、保健所設置市、特別区からの依頼を受けインフルエンザ患者に係   

る時間外の外来診療を行っている保険医療機関については、「診療報酬の算定   

方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発第0   
305001号）別添1第1章第1部第1節AO O O初診料の（11）のイの規定、を適用   

しないものとし、同アにより時間外とされる場合であれば、時間外加算を算定   

できるものとする。   

2 上記1の取扱いは、再診料についても同様とする。  



【別添】  

事  務  連  絡  

平成21年8月28日  

に、重症者の受入調整等が行えるよう、次の（1）～（4）の状況について、   

確認及び報告をお願いします。  

（1）外来医療体制の状況（別添2－1）  

（2）入院診療を行う医療機関の病床数及び稼働状況（別添2－2）  

（3）人工呼吸器保有台数、稼働状況（別添2－3）  

（4）透析患者、′J、児、妊婦等の重症者の搬送t受入体制の確保状況（別添2  

－4）  

3．各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、新型インフルエンザ患   

者数が急速に増加した場合にも対応できる医療提供体制の確保のため、「新型  

インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について」（即鱒   

3）を参考に、地域の実情を踏まえて必要な対応策について検討をお願いし  

主立」  

衛生主管部（局） 御中  

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部   

新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について  

平成21年第33週の感染症発生動向調査（8月21日公表）によれば、イ  

ンフルエンザ定点当たりの報告数が1．69となっており、流行開始の目安と  

している1．00を上回りましたので、インフルエンザ流行シーズンに入った  

と考えられ、新型インフルエンザ患者数が急速に増加することが懸念されます。   

このため、各都道府県、保健所設問市及び特別区においては、「新型インフル  

エンザの流行シナリオ」（別添1）を参考に、下記の手順に従い重症者の発生に  

ついて確認の上、入院診療を行う医療機関の病床数等について確認及び報告を  

いただくとともに、受入医療機関の確保や重症患者の受入調整機能の確保等、  

地域の実情に応じて必要な医療提供体制の確保対策等を講じていただくようお  

願いします。   

なお、上記シナリオは、医療体制を確保するための参考として示す仮定のも  

のであり、実際の流行を予測するものではないことを申し添えます。  

記  

1．各都道府県においては、自都道府＝県における新型インフルエンザ患者や重   

症者の発生数等について、「新型インフルエンザの流行シナリオ」（別添1）、   

過去の季節性インフルエンザの流行状況等をもとに検討をお願いします。ま   

た、感染症発生動向調査のインフルエンザ定点当たりの報告数を注視すると   

ともに、都道府県内のインフルエンザの流行状況や対策等について医療機関   

等への情報提供をお願いします。  

2．各都道府県においては、新型インフルエンザ患者数が急速に増加した場合  

1  

【照会先】  

厚生労働省  

新型インフルエンザ対策推進本部事務局  

医療班 FAX O3－3506－7332   



【参考】  

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（抜粋）  

（平成20年3月5日保医発第0305001号）   

別添1  

医科診療報酬点数表に関する事項   

第ユ章 基本診療科  

第1部 初・再診料  

第1節 初診料  

（11）時間外加算  

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を  

考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、そ  
の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降（土曜日の場合は、午前8時前と  

正午以降）及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険  

医療機関における当該休診日とする。  

ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該  

標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以  

外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。  
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として  

診療応需の憶勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているとき  
は、時間外の取扱いとはしない㌧  

り 保険医療機関は診療時間をわかりやすい場所に表示する。  

エ 時間外加算は、保険医療機関の都合（やむを得ない事情の場合を除く。）  

により時間外に診療が開始された場合は算定できない。  

オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例  
又は夜間・早朝等加算につい七は、算定しない。  

別添3  

新型インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について  

1．インフルエンザ患者の外来診療の確保対策について   

各都道府県、僻ま、外来診療体制の確保の  

ため、次の対策を検討すること隼   

（1）電話相談体制の拡充  

インフ／レエンザ患者数の急速な増加に備えて、発熱相談センターや小児   

救急電話相談事業（＃8000）等の電話相談体卸の拡充（時間の延長、   

電話回線の増設等）を検討すること。  

（2）地域住民への呼びかけ  

外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の外   

来受診を控えることや、電話相談窓口を活用することなどについて、地域   

住民に対して呼びかけること。  
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蔓る地域の診療所等との連携  

刃については、救急外来を設置する医療機関だけでな  

インフルエンザ患者の診療を行っている診療所に対して診；   

時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行うことを求めるなど、地域の診療   

所等との適挽を図ること。特に、小児患者の外来診療体制については、地   

域の小児科を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等との連携都保  

に努めること。  

（4）医療従事者の確保   

インフルエンザ患者数が急速に増加するような場合には、医療従事者を確   

保するため、隣県の医療機関に応援を求めることや、必要に応じて、基礎疾   

患を有する者等である医療従事者に抗インフルエンザウイルス薬の予防投与   

を行う●こと等について検討すること。  

2．インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保について   

各都道府県においては、インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保の   

ため、次の対策を検討すること。  

第2節 再診料   

（3）再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例及び  

夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。   



別添3  

調剤報酬点数表に関する事項  

区分01 調剤料  

（10）調剤技術料の時間外加算等  

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料の100分の100、休日加算は  

100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定  

できない。  

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額（調剤基本料＋調剤料）には、基  

準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算並びに注8に係る加算分は含ま  

れ、麻薬・向精神薬ノ覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混  

合調剤加算に係る加算分は含まれない。  

ウ 時間外加算  

（イ）各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便  

宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱  

うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加  

算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当  

該休業日とする。  

（ロ）（イ）により時間外とされる場合におレ、ても、閲常態と  

して調剤応需の態勢をとり、開局時閣内と同様な取扱いで調剤を行っ  

ているときは、時間外の取扱いとはしない。  

（ハ）時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側  

及び外側のわかりやすい場所に表示する。  

（ニ）「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保  

険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療  

の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における  

救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。  

（ホ）「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」  

とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除  

し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を  

除いた時間をいう。   




